
令和４年８月８日改訂

新型コロナウイルス感染症

飯田市における市有施設の対応について

［感染警戒レベル ⼩康期〜６ 共通］

基本的に⻑野県の対応に準ずる

令和５年３月13日改訂

感染予防対策を講じたうえで、使用可能
※感染状況や施設の性格、⻑野県の要請等により、

休館や使用の制限を設ける場合があります。

感染予防対策

■室内の換気 ■３密を避ける ■手洗い・手指消毒 ■咳エチケットの徹底 ■利用者の把握

■利用者の体調管理 ■検温、マスク着脱はイベント主催者・施設管理者の指⽰に従う など


